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２００３年８月21日。この日は月に一度、ＰＴに行くためボランティアさんと12時に家を
出て病院に向かいました。この日の交通手段はタクシーで行こうと思いましたが、　　　

つかまらなかったため、やむをえず電車で行きました。

保谷駅に着き、小竹向原までの切符を買い、窓口で駅員さんに『小竹向原まで
行きたいのでお願いします』と言い、チェアーメイトに乗りホームまで行こうとした時の
事でした。チェアーメイトで階段の途中の踊り場まで来た時、駅員さんがチェアーメイトを
車椅子の前輪上げにした状態で上に上げた時に、再びトラブルが起きました。
駅員さんが突然「あれっ？おかしいな。動かなくなっちゃったよ」と言いながらガチャガチャ
とボタンを押したものの動かず、そのまま駅員さんは「すみません、他の駅員を呼んで
きますので少々お待ちください」と言い残し、私が乗ったチェアーメイトを前輪上げにした
状態のまま行ってしまわれ、私は再び死ぬほどの恐怖に襲われたまま、ちょっとした振動
でチェアーメイトごと下に落ちて死んでしまうのではないか、まだ自分には守りたい者が
いるのに、このまま死にたくないと叫びそうになりました。

５分くらいして駅員さんが他の駅員さんと２人くらい連れて戻ってきました。
私は「遅いよぉ、死んでしまうんじゃないかという恐怖に襲われてたのに」といつもなら即
訴えていたのに、あまりの怖さに声も出なくなったため、やはり心の中で叫んでしまい
ました。ボランティアさんの前で恐怖のあまりパニックになり、泣きそうになりそうだった
自分を見て、今の私に何か言い返そうにも言い返せないと察してくれたボランティアさん
が私の代わりに「彼女、先月もこの駅で首のところをチェア－メイトでぶつけられたん
ですよぉ。こう毎回毎回こんな目に合わされて、かえってくる言葉も『申し訳ございません
でした』でしょう？何も改善されてないじゃないですか」と言うと、今回担当だった駅員さん
が「申し訳ございませんでした。実は私、この機械をいじるのはしばらくぶりなもので
して･･･」。それを聞いた私はぶちっと来たものの、まだ自分の口では言えず

「ふざけるなぁ！そこまで言うんならお客さんの安全をまず考えて機械をきちんと扱える
他の駅員さんにやらせなよぉ」と心の中で叫んでました。
この時ふと気づいたのは、常識的に考えれば、駅員が他の駅員を呼びに行ってる間を
付き添い者といさせても何かあったらどうするのでしょうか？チェアーメイトに固定されて
乗っている人はもちろん、付き添い者もチェア－メイトの操作をできるわけがないのだから

付き添い者と待たせるよりも、付き添い者に他の駅員を呼んできてもらうとかできる
のではないでしょうか？それとも自分はその場を離れて付き添い者に任せておけば
何かあった場合、自分達の責任にならないから、それを逃れるためにあえて付き添い者
にその場を任せて離れたのでしょうか？　私にはそういう風にしか見えませんでした。
こんな事を続けて本当に不安をあおるだけで「障害者が駅を使えばこうなるんだから
障害者は使わない方がいいんじゃないのぉ」とでも言ってるようにも感じました。

しばらくして電車が来て、渡り板で乗ってドアが閉まり電車が動いた時に、ボランティア
さんが「何あれ、駅員達、何も無かったかのように行っちゃったよ」と言い、私はその姿を
見れなかったものの、一緒にいたボランティアさんがそれを目撃し、私とボランティアさん
を電車に乗せたあと駅員さん達が何事も無かったかのようにさっさと行ってしまわれた事
にも腹立たしく感じました。

この時自分の中で「もう何を信じたらいいのだろう。もう何を信じたらいいのか
わからない･･･」と思い始め、しばらくしてやっと口から出た言葉が「はぁ･･･もう
耐えられない。申し訳ないんだけど帰りは一歩手前の駅で降りて帰っていいかな。
ちょっと歩くけども（私のじゃなくて）体が元気ならそうさせてもらっていい？ごめんなさい」
と言い、「うん、いいよぉ。あんな事のあとじゃもう行きたくないよね」と了解してもらい、
そのまま病院へ行きＰＴを受け取りました。

帰りは本来は保谷駅まで行き保谷駅で降りるのですが、私自身が帰りも保谷駅で降り
たら今度はどんな事が待っていて、どんな目にあうか、もう恐くて電車から保谷駅に
降りる事も、保谷駅に立ち保谷駅を移動する事すら、もうできなくなり一歩手前の
大泉学園駅で降りました。

前回のことでは書ききれなかったけれど、せっかく2～３年続いた鬱も治って、ずっと家に
引きこもっていたのでは、今自分にとって何より大切なものを守りたくても守れないと思う
ようになり、もちろん家族ともうまくいっていなかった事もあり、「どろんこ」に行けるように
なったのに、人を　信じられなくなれば仕事もうまくできない、職場での人間関係もうまく
いかない。私達は自分で　やってもできないところは人に助けてもらわなきゃ生きて
いけない、それすらも今は何かしてもらいたい時であっても頼む前に戸惑ったりで頼み
そびれてしまう。
前回のこと、今回のことと続いてから「こんなにみんなに迷惑かけて、自分は『どろんこ』
にいてもいいのだろうか」と思いはじめ、それに耐え切れず所長にだけずっと悩んでいた
ことを全部話して「あまり自分を責めずにいこう」という言葉にほっとしたこともあって今は
入社当時に戻り、社内で所長と一部の人にしか心を開いて話せなくなりました。話せたと
しても相手の機嫌を伺いながら話すことしかできません。せっかく出てきた働く意欲も
消えずに済みそうで安心しましたが、今回のことで「駅に近づくのも怖いし、駅員と同じ
ような服装を見ただけで呼吸が荒くなり、胸が苦しくなり、パニックになりその場に立ち
すくんでしまう。またチェア－メイトの音が送迎バスのリフトと音が似ているため、会社に
着くまでウォークマンで音を遮断しなければならないほどになってしまい、家では母が
「あんた最近ウォークマンしてるけど音が大きいよ。一度、中学の時にウォークマンは
Dr`ストップになったんじゃないの？それに足も歩けない片目も見えないで、今度は
耳まで聞こえなくなったらどうするの、お母さん達ももう年だし、耳まで聞こえなくなった
おまえを面倒見るなんてもう無理だからね」と心配をかけ、本当に駅のした事は身体的
にも精神的にも本人にだけダメージを与えただけでなく家族や会社にまで迷惑をかけた
のではないでしょうか？

今、何より心配で不安なことは、一度はなってもその後は完治したPTSD（心的外傷
ストレス　障害）に再びなり、精神安定剤などの薬にも再び頼ることで、長期間の飲み
過ぎによる記憶障害を起こし、やっと覚えた同僚の名前も、職員の名前も、仕事の内容
も何もかも忘れてしまうのが嫌で医者に行くことが出来ず、自分が飼っている愛猫に
協力してもらい、自分なりのアニマル　　セラピーや、外出時は周りの音を遮断するため
MDを持ち歩いています。自分もまだ「どろんこ」に来て与えられた仕事をきちんと最後
までしてるようには思えないから、えらそうには言えない　けど、駅員さんだって働いて
お金をもらっているはずです。お客さんに不安や不信感を抱かせるのが仕事なら、そんな
仕事に給料など払う必要は無いし、もらう資格など無いはずです。中途半端にしないで
きちんと最後まですることが本当の意味で仕事ではないでしょうか？前回も書いた社内
規定に反した業務上過失。これは警察風にいえば業務上過失罪という立派な犯罪です。きちんとやっている駅員にもこれは迷惑な言葉ではないでしょうか？

やってもらって最後には「どうも有り難うございます」という言葉も、こういった過失が
続けば言う気も失せてしまう。その場を去るのにすごく後味悪いものがありますよね。

今、あんな事があってから駅できちんと何事も無く終えても恐怖心、不安感からお礼の
言葉も言えない。日本は世界で一番高齢化が進んでる国です。その国に私達は
住んでるのだから他人事と思わないできちんと考えて行動してほしいです。障害者も
健常者も関係ない、姿形も違うわけじゃない同じ人間なのだから、人形のように荷物の

ように扱わず平等に接してください。障害者も健常者も関係ない誰もが安心して利用
できる駅にしてほしいです。
「安全性に疑問」と障害者に不評　階段昇降機 ２００３年１２月６日(神戸新聞)
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	昨年、階段昇降機を導入したＪＲ姫路駅。１０月、車いすの男性が機械から転倒する事故があった


　戦車やショベルカーのようなベルト付き車輪で、車いすを　乗せて駅の階段を上下する階段昇降機。エレベーター代わりに鉄道会社が利用するこの機械が、「安全性に疑問がある」などとして障害者の不評を買っている。首都圏では、障害者団体の要望などを受け、姿を消しつつあるが、関西などでは新たに導入する例も。ＪＲ姫路駅では今年十月、昇降機　　利用中の転倒事故があり、兵庫県の障害者団体が使用　　自粛を要望した。（田中伸明） 

　姫路駅の事故は十月二十六日午前に起きた。電動車いすを利用する同県加東郡社町の男性（３２）が、この昇降機で新幹線ホームに上り、機械から降りる際に車いすごと転倒。頭などを強打し、頭痛や血尿が数日間続いた。 

　昇降機は、駅員一人で操作。ＪＲ側は「車いすが急に作動　した」としているが、男性は「車いすを動かした記憶はない」と話している。 

　事故を受け、男性が所属する「兵庫頚髄（けいずい）損傷者連絡会」は、ＪＲ西日本に対し、側壁にレールを固定した機種の導入などを要望。同会の田村辰男さんは「事故を起こした昇降機は乗り降りするスロープが貧弱で、車いすが脱輪する可能性がある。昇降中は、足元が見えない上に揺れもあり、恐怖感も　　　　　甚だしい」と憤る。 

　この昇降機は、東京のメーカーが製作。障害者団体「誰もが使える交通機関を求める全国行動東京実行委員会」によると、一九九二年に同様の機種が階段での転倒事故を起こし、東京都の研究機関の調査でも危険性が指摘された。ここ数年も、操作ミス　　などによる転倒や、電源切れで階段上に放置された女性が心的外傷を負ったケース　　などがあったという。 

　同委員会が鉄道各社に使用自粛などを訴えたこともあり、「首都圏では徐々に姿を　消しつつある」（今福義明委員長）という。しかし、一方でメーカー側は地方での営業を　強化。ＪＲ姫路駅には昨年十月に販売した。担当者は「機種の改良を重ねて階段での転倒を防ぎ、震動も抑えた。説明書に従いさえすれば、安心して使ってもらえるはず」とする。 

　昇降機について、同駅は「エレベーター整備までの暫定利用」としているが、周辺の
高架化事業の遅れなどで、切り替え時期は不透明だ。
２００３年１２月２３日(火)
電動車いす使用者　東西線高田馬場駅　危うく転倒

〔2003年〕１２月２３日(火)午後１時に、車椅子障害者の「Ａさん」が東西線高田馬場駅
で下車し、改札階から地上に上がる時に「チェアーメイト」を　利用した際、危うく転倒
しそうになりました。午後１時２０分、Ａさんはホームからエレベーターで改札階に上り、
そのまま改札を出ました。その後、「チェアーメイト」に装着され、出口へと乗降しました。
最初は、その利用を「拒否しよう」かと悩みましたが、その時点で駅務員から「いま駅員
の数も揃わない」と言われてしまいましたので、やむなく昇降することにしました。

以前は「ＢＩＧＢＯＸ」側に昇降していましたが、今年の４月頃から駅ビルに面した場所に
エレベーターが存在することが分かってから必ずその出口（多分、以前からあったもの、
職員が渋っていたものだと思われる）を利用しています。
すると、１０段ほどの階段を上がり、チェアーメイトを停止し、（車椅子が）降りる際に
スロープを装着しますが、そのスペースも確保できないほどゆとりがありませんでした。
辛うじて降ろそうとした次の瞬間、乗っていた電動車椅子から身を投げ出されました。
咄嗟の判断で、同行したヘルパーや駅務員が助けに入ったことで「大惨事」は避けられ
ましたが、もしそのまま飛び込んでいたら周囲の階段や突起物等に激突して大怪我を
するところでした。
確かに駅務員の人材が少ない中で、このような駅ビルに隣接しているエレベーターの
存在は駅側にとっても大変都合がいいかも知れませんが、最低限(チェアーメイトから)
引き出すスロープの傾斜を考えた時に有効な場所の問題を考慮した上で、利用者に
説明する義務が課せられると考えます。その義務を怠った営団側の姿勢にも問題が
あるものと考えます。
これで如何に「チェアーメイト」の昇降が危険なものかということを営団側は認めて欲しい
と考えております。たとえ、上記の理由とはいえ、現実に起こりうるべき事が存在して
います。以上の観点から、営団側の姿勢として、一切各チェアーメイトの使用を
取りやめると同時に、エレベーターが設置されるまでの暫定的措置として、早急に、
（エスカル）や（ギャラベンタ）等の階段斜行リフトに転換していただく様要望します。

①上記問題に関して、早急に、貴社と当会との話し合いの場を持ってください。

②既設駅に保有している「チェアーメイト」（階段昇降機）を直ちに廃止すること。

　エレベーターの設置が優先ですが、エレベーターが設置されるまでの暫定的設備として、早急に、（エスカル）や（ギャラベンタ）等の階段斜行リフトに転換してください。

②①の設置に関しては、地元自治体・企業・障害当事者団体との十分な協議を持ち、バリアフリー法に基づく駅施設の整備を図ること。
２００５年１２月３日
西武鉄道池袋線　保谷駅　
チェアーメイト(キャタピラ式階段昇降機)再び事故

　貴社におかれましては、日頃より鉄道施設のバリアフリー化に御尽力されていることに対し、敬意を表します。

　交通バリアフリー法施行以降鉄道駅へのエレベーター設置が進み、貴社におかれても　同様に駅舎、車両等のバリアフリー化がなされてきており、車椅子使用者をはじめとする移動制約者が利用しやすい環境が整いつつあります。この事は、障害者の社会参加を　　　進める上で何より歓迎すべき状況であると認識いたしております。

　この様な中、当どろんこ作業所に通所する電動車椅子使用者（女性）が、２００５年　　　１２月３日午後３時４０分頃、西武池袋線保谷駅で、チェアーメイトで階段の上昇中、　　踊り場付近でチェアーメイトを後ろに勢い良く倒され、チェアーメイトの器具で頭、首、を痛打するという事故が発生しました。幸い機械の転倒や転落という最悪の事態には　　なりませんでしたが、当事者の方は、今までにも何度も同駅でチェアーメイトでの事故やトラブルに巻き込まれており、体の痛みと共に、このままでは何時か死亡事故につながると鉄道利用そのものに非常に大きな恐怖感を抱いてしまっています。乗客の安全を第一とする鉄道事業者において、何度となく繰り返される貴社の事故、トラブルに断固抗議いたします。

　交通行動東京実行委員会では貴社をはじめとする鉄道事業者各社との交渉で、何度も　何度もチェアーメイトの危険性を訴え、使用の中止を求めてまいりました。その結果、　　危険性を認識頂いた数社がチェアーメイトの使用を中止いたしました。その中で貴社は、台数は増えてはいないものの、未だにエレベーター未整備駅に相当数配置し、使用を継続しています。それらの駅では、エレベーターの設置計画が発表された駅もあり、現在工事中の保谷駅も含め将来的にはバリアフリー化されますが、完成には相当の時間がかかり、その間今のままチェアーメイトを継続使用される事は、その駅を使用している車椅子　　使用者にとって、常に危険と隣りあわせでの鉄道利用を強いる事となり、社会参加を　　　進める上でも非常に大きな阻害要因となります。安全に鉄道利用が出来るように、　　　　チェアーメイトの即刻使用中止と、併せて、以前西武池袋線の高架化工事の際に、　　　　中村橋駅等の仮設ホームに暫定的にエレベーターを設置した貴社の実績を踏まえ、再度　以下の要望を致します。　　　　

要望項目

　１　貴社で現在保有しているチェアーメイトの台数と設置駅名一覧を公表すること。

　２　現在チェアーメイトを使用している駅については（エレベーター設置計画公表駅を含む）、エスカルやギャラベンダ等の安全な階段昇降機を早急に設置し、　　　　　チェアーメイトの使用を中止すること。

　３　貴社は２０１０年までに対象駅を１００％バリアフリー化させると公表されましたが、それまでの階段を使用せざるを得ない駅にも同様に暫定的設備として、早急に整備すること。

2006年2月7日(火) （共同通信）
台車ごと計５００キロが落下　永田町駅の３人死傷事故
東京都千代田区の東京メトロ永田町駅の階段で、運搬中の自動券売機が転落、
警備員ら３人が死傷した事故で、券売機の重さは約３５０キロあり「電動式階段運搬車」
と呼ばれる重さ約１５０キロの台車ごと落下していたことが７日、警視庁麹町署の調べで
分かった。

調べでは、死亡したのは警備員村山武首さん（７０）＝北区豊島。作業員２人が券売機
を台車に載せ、ゴム製ロープで固定して階段を上がっていた際、券売機と台車が
約２メートル下の村山さんの上に転落した。

券売機は高さ約１・６メートル、幅約５０センチ、奥行き約８０センチ。台車は無限軌道式
で、作業員が手元で操作していた。階段についた傷の状況から券売機は１回転したと
みられ、麹町署は転落した原因を調べる。 
２００６年２月７日(火)(サンスポ.COM)
券売機倒れ、３人死傷－永田町の地下鉄出入り口
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東京新聞より２００４年１２月２３日(木)

電動車いす転落事故　メーカー『異常なし』　ＪＲ『操作ミスない』
　市原市のＪＲ八幡宿駅で十一月、電動車いすに乗った同市の五十代の男性が
エスカレーターから転落し、重傷を負った事故の原因調査が行き詰まっている。
製造メーカーの日立ビルシステムは機械的な欠陥はないと同市に報告。ＪＲ側は操作ミスはなかったとし、誤作動の可能性を主張して、両者の言い分は真っ向から食い違っている。同市は「再発防止に努める」としているが、事故から一カ月近くたった今も、車いすに
よるエスカレーターの利用は休止されたままだ。
　事故は十一月十三日午後二時半ごろ発生。男性が駅員の介助を受けて同駅東口の
エスカレーターを降りる際、何らかの原因で車いすごと転落、ろっ骨を折るなどの重傷を負った。
　エスカレーターは同市が設置・管理し、車いす利用者が電車に乗ったり駅の反対側へ　　行ったりする際の操作をＪＲに依頼している。スイッチ操作で三段分のステップが水平になり、車いすを乗せる仕組みだが、男性や駅員はステップに突然、段差が生じて転落したと説明する。男性は同駅のエスカレーターを数回利用しており、同じ駅員が介助していた。しかし、事故後の日立ビルの点検で問題はなく、先月二十六日未明には同市とＪＲ、日立ビルが駅員らの説明をもとに現場で再現実験を実施。さまざまな条件を設定したが不具合は生じず、「異常なし」とする調査結果を今月一日、同市に提出した。
　一方、駅員や男性は、操作ミスはなく乗り方にも問題はなかったと言う。同市の担当者は「駅員と男性の話は一致しており、その通りなのだろう」と困惑を深めるばかりだ。　　　事故の場合の補償方法などについてＪＲとの間に取り決めはないといい「市の責任が　　　問われることもあるかもしれない」などとしている。
　市原署は業務上過失致傷事件の可能性もあるとして調べているが、八幡宿駅は原因が
分かるまで、四基あるエスカレーターの車いすでの利用を休止し、数人で持ち上げて階段で運ぶことにしているという。同市道路維持課は「駅から連絡をもらえれば市職員が
手伝いに行く」としている。
　日本エレベータ協会（東京都港区）によると、エスカレーターでの車いすの転落事故は今年五月、名古屋市営地下鉄駅でも発生したが、これは駅員の乗せ方に問題があったと
されている。
２００４年１１月１３日(事故発生日)下記は、東京新聞
都会の死角　エスカレーター編　　　　　検証　市原の転落事故

	[image: image4.jpg]



電動車いすの男性が転落する事故が　　あったＪＲ八幡宿駅のエスカレーター＝　　千葉県市原市で


　昨年十一月、千葉県市原市のＪＲ八幡宿駅で起きた　　　　　エスカレーターでの事故が、車いす利用者に波紋を広げている。電動車いすの男性（５１）が下りエスカレーターから転落し　　　大けがをしたが、原因がまだはっきりしないためだ。警察の捜査は時間がかかる見通しで、障害者団体は「同じような事故は　ほかでも起きないのか」と不安を募らせる。事故をあらためて　検証する。

■進まぬ原因究明…『怖い』
　このエスカレーターは一九九五年、八幡宿駅改札口の外側に設置された。乗り口にセンサーがあり、通常運転時は人が　　　近づくと動き出す。乗り口から四ステップ分が水平に動いた後、階段状になって降りていく。

　車いす利用者が使う場合は、駅員が専用のキーを　　　　　　エスカレーターの左側面下へ差し込み、車いすモードにする。　すると、青いラインの入った三ステップ分が乗り口で止まり、　　車止めのツメが出てくる。車いす利用者が青いラインに乗り、　駅員が右側面のボタンを押すと、三ステップが水平のまま降りていく。エスカレーターは市原市が管理しているが、今回の事故が起きるまで車いす利用者への対応は、　　　　　ＪＲ東日本が行っていたという。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電動車いすの男性が、駅員の介助でこのエスカレーターに乗ったのは昨年十一月　　　十三日の昼すぎ。事故直前の状況について「車止めのツメが出て、駅員が『どうぞ』と　言ったので青いラインに乗った。車いすの電源を切った後、駅員が『動かしていいですか』と言った」などと証言する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だが次の瞬間、男性は重さ五十キロ近い車いすとともに六・六メートル下の降り口まで転落。ろっ骨にひびが入るなどの重傷を負った。男性は「自分がどうなったか覚えて　　いない。もう怖くて乗れない」と憤る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＲ東日本千葉支社や市原市によると、駅員の証言も男性とほぼ同じで、駅員は車いすモードになっていることを示すランプの点灯も確認したという。しかし、ボタンを押すと、　車いすが乗っていた三ステップに段差が生じ、男性が転落したらしい。　　　　　　　　　　　一方、エスカレーターの保守会社は「いろんなケースを検討する必要があり、完全な　　調査とは言えないが…」と前置きしつつ「（製造工程などの）検査結果に異常は　　　　　見つかっていない。車いすモードから突然、通常モードになるような事故はこれまで一度もない。そうならない仕組みになっている」と説明する。

通常運転時でも乗り口付近は四ステップ分が水平なため、エスカレーターが止まって　いれば車いすを乗せることは可能だ。その状態でセンサーが人を感知すると通常運転で動き出す。しかし、今回の事故では車いすモードになっていたとされるため、これも　　　考えられないという。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昨年十一月末には、市原市などがさまざまな条件を設定して車いすモードで動かしたが、不具合は生じなかった。警察の捜査は時間がかかるとみられ、エスカレーターの分解　調査はまだ行われていない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうした現状に、障害者団体の「ＤＰＩ（障害者インターナショナル）日本会議」は今月　　十三日、「車いす対応エスカレーターの設置に強く反対する」などとする意見書を　　　　国土交通省に提出。原因の徹底究明やエレベーターの設置促進を求めた。　　　　　　電動車いすを使うＤＰＩ交通担当の今福義明さん（４６）は「自分で危険を回避できない　今回の事故は容認できない」と強調。「車いす対応エスカレーターに乗ると絶壁に　　　立たされた気分で怖い。（車いすモード時は）ほかの利用者をせき止めるので、目立つのを嫌がる人も多い」と反対する理由を話す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交通バリアフリー法では駅などにエレベーターやスロープの設置が困難な場合、車いす対応エスカレーターの設置を認めている。日本エレベータ協会によると、車いす対応　　　エスカレーターは年々増え続け二〇〇三年度末時点で全国に千四百五十一台。　　　　エスカレーター全体の２・７％に当たる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今福さんの調べでは、ＪＲ山手線の二十九駅中、車いす対応エスカレーターを利用するしかない駅は代々木、五反田など七駅。だが、今福さんは「車いす利用者は　　　　　　　エレベーター支持派が圧倒的に多い」と話している。

(２００４年)                                                             六月五日には、葛飾区のＪＲ新小岩駅で、車いすの六十代女性が下りエスカレーター から転落して軽いけがをした。五月十八日には、名古屋市営地下鉄の名古屋港駅で、車いすの男性（55）が下りエスカレーターを転げ落ち、顔などを負傷した。
(２００３年)                                                             昨年三月には、横浜市泉区の相模鉄道いずみ野駅で、電動車いすの女性（６０）が下りエスカレーターから落ち、胸の骨を折るなど重傷を負った。古くは一九九七年にも、   大阪市営地下鉄の北浜駅で、車いすの男性が下りエスカレーターから転落してけがを　　　　している。

２００３年８月１０日毎日新聞ホームページより相模鉄道いずみ野駅でも「車いす対応エスカレーター」による転落事故
２２日午前１１時２０分ごろ、横浜市泉区和泉町の相模鉄道いずみ野駅で、上り線　　　ホームに向かう下り車いす対応エスカレーターに乗ろうとした同市瀬谷区、無職、柳沼和子さん（６０）の電動車椅子が車椅子用の補助板（縦７８センチ幅７０センチ）からはみ出した。柳沼さんがはずみで投げ出され、そのまま約９０センチ下のエスカレーター部分に転落した。柳沼さんはろっ骨を２本折るなど重傷。支えようとした駅員も左ひざを打撲した。                                                                 泉署の調べでは、柳沼さんは後ろ向きで補助板に乗ったが、車椅子の位置を修正　　　しようとしたところ、補助板の車止め（高さ約５センチ）を乗り越えたという。その際、　　　車椅子左側にある開閉部分が開いたため投げ出された。詳しい事故原因を調べて　　いる。

ANA電動車いすリクライニング破損事故(２００５年６月)
①過日、中部国際空港から福岡空港へANAで、行った際、福岡空港を降機してから、　　　一般歩道で、走行中、電動車いすの部品らしきものが落ちたので、点検したら、　　　　　　　リクライニングのモーターの部品が欠けていたのと、同モーターを支えるバーが折れていた。

②早速、福岡空港のANAに行き、故障箇所を見せ、説明し、修理代全額弁償が約束され、約束通り、後日弁償された。

③車いす修理業者に修理してもらうまで、リクライニングはできず、もう片方のバーが　　完全に折れてしまわない様に、紐で硬く固定しておくしかなく、福岡空港の後の旅程はすべて変更し、帰るしかなかった。

④車いす修理業者によると、飛行機での電動車いすの搬送中の故障・破損事故は、年間　　結構多いらしい。

⑤たまたま修理してもらった前日には、アメリカからJALで旅行・来日した電動車いす　　使用者の電動車いすが、JALの搬送中に、電動車いすの配線をずたずたにされ、処理　　依頼が来て、徹夜で処理したという。その間、当該車いす使用旅客は、ホテルに缶詰　　　状態だったという。

さらに尾ひれが付いて、当該車いす使用旅客が、今度は、日本からまた、JALで、タイに着いたら、電動車いすを同じ様にされていたという。

そして、電動車いすだけを空輸して、同修理事業者で修理して、空輸送り返したという。

その間、その電動車いす使用障害者は、またまたホテルで缶詰状態だったかも知れない。

⑥この様に、現在、電動車いす使用旅客は、飛行機利用に多大な不安を抱いている。

２０００年に成立した交通バリアフリー法のバリアフリー化対象の中で、航空機のみが、「車いすのまま」で利用できることを良しとする車いすスペース座席の設置化規定を　有していない。

⑦また、地方空港に就航する航空機の多くが、航空機の電動車いす収納容積が小さいため、通常の普通の電動車いすですら、収納できない、ことから、電動車いす使用障害者の　　中の手動車いすへの乗り換えが困難な電動車いす使用者は、利用断念を余儀なくされているという問題が、地方の障害者から問題提起があった。

⑧この問題は、現在、電動車いすの収納ボックスの収納方法や収納会社(航空事業者と同じ会社なのか、別会社なのか)の収納方法の違い・違いがあるのか無いのか？を含めて、　　分からないブラックボックス状態にある。

⑨問題を明確化して、改善策を示されないと多くの電動車いす使用障害者は、安心して　　搭乗できない。
天王寺阪和線「電動車いす利用者」転落事故　２００５年１２月１６日
1、 事故の様子

　２００５年１２月１６日（金）１９時過ぎ、電動車椅子利用者のＲさんがＪＲ阪和線　　７番ホームから車椅子ごと転落し、大けがを負いました。

降車駅は自宅のある我孫子町駅で､改札が先頭の（前）の方にあるため階段横の狭い部分を通り抜けようとして転落したようです。駅員が渡し板（デクパック）を持って誘導していましたが４～５メートル離れて先を歩いていたこともあり転落時点で助けられなかったそうです。介護者は付いていませんでした。その後すぐに病院に運ばれ、手術を受け　　　ましたが頭をかなり強く打っており後遺症は重いようです。

　少し後で分かった事だが電車は島式ホームの反対側８番線に止まっていたがお客さんがいっぱいだったため反対側から回ろうとして転落したらしい。目撃者は現れていないし、本人も記憶がはっきりしておらず正確なことはわからない。本人は毎日使う慣れたホームでの事故でした。

2、 ＪＲ西日本の対応　

　１月５日(木)ＪＲから家族に対して正式回答がありました。「電動車椅子を運転していたのは本人であり、ＪＲには責任も過失もない」「事故報告書も内部文書で出せない」　　　「先導した職員にも会社として会わせることは出来ない」「電動車椅子の先導に関する　　マニュアルはない」とのことでした。その後の駅員の対応もまったく同じで狭い部分に　　対する注意なども無いようです。２月７日に行われたＪＲ西日本と障大連との交渉の　　場でもこの問題が取り上げられたが、「会社の見解としては（事故のあった場所のホーム幅については）通行自体に支障はない」との回答に終始しました。参加者からは駅員がこうした危ない場所について注意することやホーム幅１５０センチという規定は最低限のものであって実際には２メートル程度は必要であり、狭いホーム自体が危ないという認識が　必要ではないか。阪和線の高架駅でも階段横は１６５センチしかなく特急通過時などは　非常に怖いし、将来ホームゲートを付けるときも狭いために付けられないという問題が　起こる。また階段横では渡し板を使うと車椅子で下りられないという指摘が続いた。

3、 マスコミ取材

· 新聞には掲載されていません

· ＭＢＳ毎日放送（４チャンネル）平日夕方のローカルニュース番組「Ｖｏｉｃｅ」コーナーで１月２６日放映済み。「なぜ､そんな狭くて危ない場所に先導したのか」に焦点を当てた取材。本人、家族、○○連の取材。ＪＲはカメラ、音声無しでの　　　取材のみでした。

4、 同じような事故をどうやって防げばよいか

　やはりホーム安全策としてホームドアやホームゲート（可動式ホーム柵）の設置が急務だと思います。また駅員の誘導などの問題もありますが、まずホームの狭さ自体についての問題認識も大切だと思います。これはＪＲ以外でも同様で、改めて調べてみると　　　　１５０センチにも満たないホームはあり、新駅でも規定できないかと思います。車椅子での外出が多くなっていく中で転落事故の再発をどう防ぐかを鉄道事業者や国、自治体も　含め考えていきたいと思います。

２００６年４月７日(金) 
ノンステップバスのスロープ板による転倒事故
ｰ後頭部殴打し、使用電動車椅子も破損－ 
2006年4月8日　市民バスにおける転倒事故に対する質問および要望
2006年4月5日の貴社ノンステップバス（市民バス）乗降の際の車椅子転倒事故に　　ついて下記の内容で質問と要望をさせていただきます。誠意ある回答と改善の提示していただけることを切に望みます。
事故状況
　去る2006年4月5日に群馬県○○市（△△前）において、貴社バス（市民バス）に　　　電動車椅子で乗車の際、私は地面から車内に掛けたスロープ（デグバック製）上で後方に車椅子ごと転倒いたしました。
　この事故により私は後頭部殴打し、使用電動車椅子も破損いたしました。
　この事故については、現在××警察署において捜査進行中です。
　この事故の原因として考えられるのは、
① 貴社の乗客に対するユニバーサルケア認識不足　
② 貴社乗務員の乗客に対するケア不足（声掛けと介添えの怠慢）　
③ バスの構造的問題（車体乗降口の高さ・スロープの傾斜角度など）などが
あげられると思われます。
そこで、この様な事故の再発防止の観点から以下の質問と要望をさせていただきます。
質問
①． 今回の事故原因はどんな点にあると思われますか？
②． その事故原因に対してどんな対応と改善をされましたか？
③． その改善策はいつから、どのように開始されますか？
④． 被害者（私）に対して、今後どのような対応を考えられていますか？
要望
① 貴社の車椅子使用等、身体的弱者の乗降客に対する乗降事故防止マニュアルとその
　　開示方法を提示してください。
② また上記マニュアルの社員教育の現状を提示してください。
③ バスの構造的問題（車体乗降口の高さ・スロープの傾斜角度など）に対する改善策と
改善時期を提示してください。
私は今回の事故が、貴社の事故防止と乗降客に対するユニバーサルなケアの改善に　　　つながること、ひいては身体的弱者すなわち移動制約者の社会進出の拡大のきっかけと　なる事を切に望んでおります。
そのためにも、上記の質問と要望に真摯にお答えください。
貴社からのお答えをお持ちいたしまして、今後の法的措置の判断ならびに　　　　　　　交通バリアフリー法の改正などの材料として活用させていただきたいと思います。

下記は、私の知人への〔コメント〕メール
その後、お体と電動車いすは、大丈夫ですか？下記事故は、各地で起こっていることです。
その最大原因は、ノンステップバスにおいても、バス停が地面である場合は、スロープ　　角度が急勾配となり、バック転倒することが、経験的に分かっています。
その事故防止対策としては、下記点が現時点での私の解決策提案です。
①当該ノンステップバス運行事業者は、上記バック転倒可能性を認識し、必ずニーリング
した上で、車いす使用者の乗降介助を行う。
②搭載スロープを「縁石のあるバス停」用と「縁石のない地面バス停」用のふたつを用意
させること。
例、地域の障害者団体の声により、荒川区コミュニティバス「さくら」(小型ノンステップ　　バス・ポンチョ(※))は、短径と長径の二枚の(デクパック)携帯スロープを搭載して上記の場合に応じて使い分けています。
(※)ポンチョは、ニーリング機能がついておらず、一般的には、長径の(デクパック)
スロープが搭載されています。
（京都新聞） - ２００６年4月13日(木)

障害者団体が安全確保求め要望書　
-京都市バス 車いすの男性が転倒-
京都市バスが不適切な運転で車いすの障害者を転倒させたとして、市内の障害者団体が１３日、市交通局に安全の確保を求める要望書を提出した。 
提出したのは「日本自立生活センター」（南区）。センターによると、３月２６日、北区の交差点で市バスが右折した際、車いすの男性(22)が転倒し、頭を打つなど軽傷を　　負った。男性は昨年１月にも市バスが急発進したために転倒してけがをしたことが　　あったという。
センターは「以前の事故で安全運転を約束したのに、それが守られていない」として▽安全運転や事故防止対策の徹底▽運転士に車いすの固定方法を周知させること－などを要望した。
この日は転倒した男性とセンターのメンバーらが市交通局を訪れ、担当者に要望書を　手渡した。市交通局はこれまでの話し合いで運転が不適切だったと認めており、　　　「要望書の内容を検討して改善に努めたい」と話した。
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７日午前１０時５０分ごろ、東京都千代田区永田町の地下鉄東京メトロ永田町駅７番出入り口階段で、　自動券売機の入れ替え作業中に機械が倒れ、作業員１人が下敷きとなったほか、別の２人も巻き込まれた。　


　警視庁麹町署によると、１人が死亡、１人が重傷と　なり、もう１人もけがをしているもよう。


調べでは、作業をしていたのは男性５人。事故に


遭った３人のうち２人が作業員で、１人は警備員。階段の上に搬出しようとしていた重さ約４００キロの自動　　券売機のバランスが崩れ、倒れたという。現場は国道２４６号沿いで、近くには衆議院議長公邸やホテル、





オフィスビルが立ち並んでいる。


現場から運び出されるけが人の男性は顔に血が付き、うつろな表情。階段には


点々と血痕が付着し、救急車やパトカーの赤色灯が連なる中、警察官が周囲を規制し、駅員らが利用客を誘導した。東京メトロの社員は「駅でこんな事故が　　起こるなんて。


まだ状況が分からず混乱している」と話した。





写真は、落下した東京メトロ


永田町駅の自動券売機＝


７日午前１１時３０分ごろ





はじめに


　わたしたちだれもが、公共交通機関を安全に安心して利用したいと思っています。　


２０００年に交通バリアフリー法が成立して､エレベーターやノンステップバスが､急速に普及され､多くの障害者や高齢者が､公共交通機関を安全に安心して利用できる環境が整備されてきたという実感が広がっています｡


しかし、未だ整備されていない駅や整備段階途中の暫定設備ともいえる昇降機や　　バリアフリー化設備であっても事業者の不慣れな未習熟な機器操作で､公共交通機関の基本的な要件である“安全”が､脅かされている事例が数多くあります。


わたしたちは、交通バリアフリー新法をより良いものにしていただくため､下記事例から学び､下記２点だけは､強く求めるものです｡


同法の移動円滑化基準・ガイドラインにも含まれていない「キャタピラ式階段　　昇降機」は、絶対使用禁止してください。


現行法の移動円滑化基準には､エレベーターを設置できない場合の止むを得ない設備として認めている「車いす対応エスカレーター」を新法から除外して下さい｡
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